
乙第ば 30骨証

平成 29年 6月 13日 判決言渡 同 日原本領収 裁判所書記官

平成 27年 (ワ )第 9715号 ,同 28年 (ワ )第 9253号 損害賠償等請求本訴 ,

同反訴事件

口頭弁論終結 日 平成 29年 3月 14日

大阪市東淀川 区大隅 2丁 目 2番 8号

本訴原告兼反訴被告     学 校 法 人 大 阪 経 済 大 学

(以 下 F原告」 とい う。 )

同 代 表 者 理 事 長   佐  藤  武  司

同訴訟代理人弁護 士     神   田   知   宏

奈 良県橿原市地黄町 172-2

本訴被告兼反訴原告     吉   井   康   雄

(以 下 「被告」 とい うc)

1 被告は,原告に対 し, 30万円及び これに対す る平成 26年 4月 22日 か ら

支払済みまで年 5分 の割合による金員 を支払 え。

2 原告のその余の損害賠償請求並びに削除請求 (主位的請求及び予備的請求 )

をいずれ も棄却す る。

3 被告の反訴請求 を棄去,す る。

4 訴訟費用は,本訴反訴 を通 じ, これ を 20分 し,そ の 1を 被告の負担 とし,

その余 を原告 の負担 とす る。

5 この判決は,第 1項 に限 り,仮に執行す るこ とができる。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

1 本訴請求

(1}請求 1(損害賠償請求)

決半J

文王ヽ
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被告は,原告 に対 し, 1500万 円及び これ に対す る平成 26年 4月 22

日か ら支払済みまで年 5分の害1合 による金員 を支払 え。

(2)請求 2(削 除請求 )

ア 主位的請求

被告 は,別紙投稿記事 目録記載の各閲覧用 URLに よ り表示 され る各 ウ

ェブページを削除せ よし

イ 予備的請求

被告は,別紙投稿記事 目録記載の各閲覧用 URLに よ り表示 され る各 ウ

土ブペー ジにつ き,同 目録記載の各 「タイ トル」 ,各 「投稿記事」,及び

各 「リンク先 ファイル」欄記載 のURLに よ り特定 され る各 ファイル を肖J

除せ よ。

2 反訴請求

原告は,被告に対 し, 50万 円及び これ に対す る平成 28年 9月 22日 か ら

支払済み まで年 5分の害J合 による金員 を支払 え。

第 2 事案の概要等

1 事案の概要

(1)本訴請求は,大阪経済大学 (以 下 「本件大学Jと い う。)を 経営す る原告

が,本件大学の教授であつた被告に対 し,ア〕 被告が,① インターネ ット

上に 「大阪経済大学パフハラ訴訟,経営学部執行部 (井形浩治,池島真策 ,

北村費,二宮正司,樋 口克次)に よるパ ワハ ラJと 題するウェブページ (以

下 「本件 ウェブページ」 とい うD)を 作成 し,本件 ウェブページ上に 「◆大

経大経営学部,特定の歴代学部執行部によるパワハラ/ア カハラ訴訟の全貌

を情報公開する」 と題する記事 (以 下 「本件記事」とい う。)を順次投稿 し

てこれを公開 した行為について,原告の名誉を毀損 し,そ の業務遂行権を侵

害する不法行為に当たると主張 し,ま た,② 本件 ウェブページ及び本件記

事 (以 下,併せて 「本件記事等」とい う。)に おいて本件大学教授会の議事
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におけるや り取 り等を公開 した行為が,本件大学教授会の議事内容の秘密を

侵害する不法行為に当たると主張して,不法行為に基づ く損害賠償 (一 部請

求)と して合計 1500万 円 (名 誉毀損による損害 365万 5410円 ,業

務遂行権侵害による損害 942万 0690円 及び議事内容の秘密侵害による

損害 192万 3900円 の合計)及 びこれに対する不法行為 日 (本件記事等

の公開 日)の後である平成 26年 4月 22日 から支払済みまで民法所定の年

5分の害J合 による遅延損害金の支払を求めるとともに (請求 1),m 被告

の上記И①の行為につき,名 誉を回復するための措置及び業務遂行権侵害に

基づ く妨害排除請求 として,① 主位的に本件 ウェブベージの削除を求め

(請求 2ア 〔主位的請求〕),②  予備的に本件 ウェブページ上のタイ トル

及び本件記事並びに本件 ウェブページの上の リンク先ファイルの削除を求め

る (同 イ 〔予備的請求〕)事案である。

② 反訴請求は,被告が,原告による本訴提起が被告に対する不法行為を構成

すると主張 して,原告に対 し,不法行為に基づ く損害賠償 として 50万 円及

びこれに対する反訴状送達の 日の翌 日である平成 28年 9月 22日 から支払

済みまで民法所定の年 5分 の害J合 による遅延損害金の支払を求める事案であ

る。

2 前提 となる事実 (当 事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠 〔個別に掲げ

るもののほか枝番を含む。〕及び弁論の全趣 旨により容易に認められる事実 )

(1)当 事者及び関係者

ア 原告は,本件大学を運営する学校法人である。

イ 被告は,昭和 21年 3月 6日 生まれであり (乙 30, 34),平 成 9年

4月 から平成 25年 3月 31日 まで本件大学経営学部の教授 として勤務 し

ていた。

ウ 井形浩治 (以 下 「井形」 とい う。)は ,本件大学経営学部の教授であ り,

平成 22年 10月 から平成 25年 3月 まで経営学部の学部長を務めていた
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(乙 8)。

工 池島真策 (以 下 「池島」 とい う。)は ,本件大学経営学部の教授であ り,

平成 22年 11月 26日 か ら平成 25年 3月 まで経営学部副学部長兼本件

大学経営学部カ リキュラム検討委員会 (以 下 「カ リキュラム委員会」 とい

う.)の 委員長 を務 めていた (乙 9, 59)。

オ 北村賞 (以 下 「北村」 とい う。)は ,本件大学経営学部の教授であ り,

平成 14年 2月 か ら平成 17年 3月 まで経営学部学部長 を,同年 4月 か ら

平成 19年 3月 まで同学部副学部長 を,平成 20年 4月 か ら平成 22年 3

月まで同学部学部長 を務 めていた (甲 1の 3, 3の 3)。

力 樋 口克次 (以 下 「樋 口」 とい う。)は ,本件大学経営学部の教授であ り,

平成 15年 2月 25日 当時 ,カ リキュラム委員 会 の委員長 を務 めていた

(甲 1の 3)。

キ ニ宮正司 (以 下 「二官」 とい う。)は ,本件大学経営学部の教授であ り,

平成 17年 5月 9日 時点で,本件大学経営学部学部長 を務 めていた (甲 1

の 3).

(2)本件大学の組織及び規程

ア 教授会

本件大学経営学部は,別紙大阪経済大学学員」 (甲 5の 1.以 下 「学則」

とい う。)第 5条 に基づいて教授会 (以 下 「本件教授会」 とい うc)を 設

置 してお り,本件教授会の運営に関して,同条 5項 に基づき別紙大阪経済

大学経営学部教授会規程 (甲 5の 2,乙 37。 以下 「本件教授会規程」 と

い う。)を 定めている。

イ カ リキュラム委員会

本件大学経営学部においては,本件教授会の下部組織 として,学部長の

諮問に基づいてカ リキュラム編成,各年度の授業担当,科 目担当の人事案

件を審議・検討するため 8人 で構成 され るカ リキュラム委員会が設けられ
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ている (乙 9, 59)。

ウ 特任教員任用規程

本件大学においては,特任教員 (一 定期間勤務 し,定年退職 した専任教

員等の うち基準をみたす場合に教員 として任用 された者)の任用 にらぃて ,

別紙特任教員任用規程が定め られている (乙 13)。

0 被告による特任教員任用 申請に関す る経緯

ア 被告 は,平成 24年 9月 末頃,学部長 であつた井形 に対 し,特任教員ヘ

の任用を希望す る旨伝えた (乙 7, 17な い し 19, 30)。

イ しか し,井形は,同年 10月 中旬頃,被告に対 し,被告が提 出 した 「3

カ年講義計画」 (乙 19)力 カゞ リキュラム委員会 にお いて承認 されなかっ

たため特任教員任用 申請手続 を進 めることはできない と伝 え,同年 11月

16日 ,本件教授会 において,被告の特任教員 の任用 申請が不受理 となっ

た ことが報告 された (乙 3, 24, 53)c

ウ 被告は,本件大学の特任教員に採用 されず,平成 25年 3月 ,本件大学

を定年退職 した。

に)別 件訴訟

被告は,平成 25年 6月 ,原告,井形及び池島を被告 として,特任教授 と

しての地位確認 ,損 害賠償等 を求める訴訟 (当 庁平成 25年 (勁第 5815号 。

以下 「別件訴訟 Jと い う。)を提起 した。

別件訴訟において,被告は,定年 を迎 えることか ら本件大学の特任教員 の

任用手続の申請 を しよ うとした ところ,本件大学の教授であった井形 ,池島

がこれ を妨害 し,任用手続 を進 めなかったため特任教員 に任用 されなかった

として,国① 主位的に,原告に対し,被告が本件大学の特任教員の地位に

あることの確認並びに同地位に基づく給与及び遅延損害金の支払を求め (主

位的請求),② 予備的に,任用手続を進めていれば特任教員に任用された

蓋然性が高かったとして,井形,池島及び原告に対し,不法行為 (民法 70
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9条又は 715条 )に基づ く損害賠償 として,任用 され ていれば得 られたは

ずの給与相 当額 1273万 5000円 の連帯支払 を求める (予備的請求)と

ともに," 井形及び池島が,被告の特任教員任用 申請行為 を妨害 したこと

は,被告 に対す る不法行為 に当たると主張 して,井形 ,池島及び原告に対 し,

不法行為 (民法 709条 又は 715条 )に基づ く損害賠償 として,慰謝料 1

00万 円及び遅延損害金の連帯支払 を求 めた。

別件訴訟においては,平成 26年 9月 30日 ,上記国 の主位的請求及び予

備的請求 をいずれ も棄去「し,mの 請求の うち,井形 の行為についてのみ不法

行為の成立を認 め,井形及び原告に対す る損害賠償請求を元本 30万 円の限

度で認容 し,池島に対す る請求並びに丼形及び原告 に対す るその余の請求を

いずれ も棄去,す る旨の判決 (甲 2の 1)が言い渡 された。

これに対 し,被告が控訴 し,井形及び原告が附帯控訴 した ところ (大阪高

等裁判所平成 26年閉第 2955号 ),控 訴審 は,平成 27年 4月 23日
,

別訴請求 2につき,井形 と池島が,被告の特任教員への任用 申請に際 し,相

互に意 を通 じた上,カ リキュラム委員会 が被告の授業担 当計画を承認 しなか

った とい う口実を設 け,あ えて任用 申請の手続 を進 めなかった との事実を認

定 して,両名 の行為 につき不法行為の成立 を認 め,池島,井形及び原告 に対

す る損害賠償請求 を元本 80万 円の限度 で認容 (増額変更)し ,そ の余の控

訴並びに附帯控訴 をいずれ も棄去「す る旨の半J決 (甲 2の 2.以 下,こ れ と別

件第 1審判決 とを併せ て 「別件判決」 とい うc)を 言い渡 し,そ の頃,別件

判決は確定 した。

IЫ 本件 ウェブページ作成に至 る経緯

被告は,別件訴訟の係属 中,遅 くとも平成 26年 4月 22日 までに,本件

ウェブペー ジを作成 してイ ンターネ ッ トで公 開 し,別件訴訟の進行 に応 じて

別件訴訟の内容や これ に関す る被告の意 見等 を含む本件記事 を本件 ウェブペ

ァ ジ上で公 開 し続 けた (甲 1, 7。 以下 ,被告が本件記事 を掲載 ,公開 した
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行為を 「本件行為」 とい う。なお,本件記事は別件訴訟の係属中に作成 され

たものであ り,本件記事中の 「原告」は本件訴訟の被告を指 し,「被告」は

本件訴訟の原告を指す。)。

(6)本件記事等の記載内容

本件 ウェブページ及び本件記事 (以 下,併せて 「本件記事等Jと い う。 )

の記載内容は,概略以下の とお りである (甲 1, 7).

ア 本件 ウェブページのタイ トル等

本件 ウェブページ上部のヘ ッダー部分には,「大阪経済大学パ ワハラ訴

訟,経営学部執行部 (井形浩治,池島真策,北村費,二官正司,樋 口克次 )

によるパワハラ」 と記載 されている (「 パワハラ」 とは,パ ワーハ ラスメ

ン トの略語である。以下同じを )。

本件記事の各冒頭部分には,本件 ウェブベージのタイ トルとして 「◆大

経大経営学部,特定の歴代学部執行部によるパ ワハラ/ア カハラ訴訟の全

貌を情報公開す る」 と赤字で記載 された上,そ の下に 「パ ワハラ/ア カハ

ラに関与 した学部執行部 (2014年 度時点)」 ,「井形浩治被告,池 島

真策被告,北村賞元副学長,二宮正司元学部長,樋 回克次元冨1学部長,田

中健吾元学部長補佐,吉野忠男現副学部長」 と記載 されるとともに,各人

の写真が掲載 されているc

イ 本件記事の内容

И 本件記事の うち 1つ 目の記事 (甲 1の 1)は , FHoME:バ ーチャ

ルな最高裁の法廷で」 と題する記事である。同記事には,「私は 200

3年頃か ら退職に到る2012年 までパワハラを経験,そ の集大成が 2

010年 か ら用意周到に準備 された特任教員制度の適用拒否です」 ,

「北村責,井形浩治,池 島真策,二宮正司,樋 口克次 といつた歴代の学

部執行部の皆 さスノ,大学の外で,オープンにされた場であなた方の行為

はアカハラに当たらないとい うことを証明されては如何でしょうか」な
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どと記載 されている。

イ}本 件記事の うち 3つ 目の記事 (甲 1の 3)は ,「被告 ら学部執行部

(1日
。現)に よるパワハラの履歴」 と題する記事である。同記事には,

「大阪経済大学経営学部 学部執行部による教授会運営の実態 と,原告

の特任 申請を退ける学部執行部の組織的な動き」 との表題が付 された時

系列表が掲載 されている。被告は,同時系列表において,被告が本件大

学での勤務を始めてから退職するまでの,本件教授会におけるや り取 り

や,被告 と学部執行部役員 らとのや り取 り等 として,以下の事実を記載

した。

①  「2003年 2月 ～ 3月 」の出来事 として,「学部執行部は,海外

留学中の原告の 2部 担当科 目を不開講 とし,非 常勤講師への担当者

差替 えをするc」 と記載 した上,同所に 「※原告へのアカハ ラの始

ま り」 と赤字で記載すると共に,当 時の学部長 として北村の氏名 を ,

副学部長 として樋 国の氏名を赤字で記載 した。

②  「2005年 5月 9日 」の出来事 として,「二宮正司学部長は,調

査会社のサイバーブ レインズか ら吉井宛に送 られ てきた封書を開封

し,そ の請求書の内容 についてサイバーブ レインズに電話で問い合

わせ るといつた行為をする。」 と記載 した。

③  [2012年 4月 6日 から2013年 3月 11日 」までに 「原告の

特任教員への学部執行部およびカ リキュラム委員会による組織的な

妨害」があった とした上で,要 旨,当 時学部長であつた井形及びカ

リキュラム委員長であった池島が相互に意を通 じて,カ リキュラム

委員会の総意 として被告の授業計画を認 めない とい うことを理由と

して,意図的に被告の特任教員任用申請を妨害 した との事実を記載

した。

(7)教授会の議事内容の公開
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被告は,本件記事等において,本件教授会及 び合同教授会における議事

内容 を公開 した (甲 1の 2ない し 1の 12, 3の 1, 7の 2,乙 3, 24,

84, 100, 106等 )。 その中には,出席者 の了解 を得 ることのない

まま秘密裏に録音 した音声データ等を反訳 した ものが含 まれていた。

(8)本件記事等の記載 内容 は,上記(6)の とお り,被告が,平成 15年頃か ら

平成 24年 までの間,本件大学経営学部執行部役員ない しカ リキュラム委

員会か ら組織的かつ継続的 にパ ワハ ラを受けたな どの事実の摘示又は意見

の表明を含む ものであ り,被告による本件行為は,原告の社会的評価 を低

下 させ るものであった。

争点及び当事者の主張

(1)本訴関係

ア 名誉棄損 に係 る不法行為関係

m 公共性及び公益 目的の有無 (争点 1)

(被告の主張 )

本件記事等は,大学 とい う高等教 育機 関の人事・運営の適否について

意見・論評す るものであ り,本件大学の不適正な人事・運営 を糾弾 して

改善 を促す ことを 目的 として掲載 された ものであるか ら,公共性及び公

益 目的がある。

(原告の主張 )

本件記事等の内容は,被告の個人的な話題 ない し私学内の出来事であ

って,公共の利害に関す る事実ではない。

また,本件記事等の内容や被告の投稿態様か らす る と,本件行為 は ,

特任教員 に任用 されなかった 自己の不満 。私憤 を晴 らす 目的で行われた

といえ,公益を図 る目的で行われた とはいえない。

イ)真 実性又は真実であると信 じた ことについての相 当な理 由 (以 下 「真

実相 当性」 といい ,こ れ と真実性 を併せて 「真実性等」 とい う。)の有
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無 (争点 2)

(被告の主張 )

a 本件記事等は,① 平成 15年 2月 から 3月 にかけて,樋 口と北村

が海外留学中の被告の 2部担当科 目を不開講 とし,非常勤講師への担

当者差 し替えをした事実,②  平成 17年 5月 に,二宮が,調査会社

のサイバーブレインズから被告宛に送 られた郵便物を無断で開封 し,

その封入されていた請求書の内容につき,サイバーブ レインズに電話

で問い合わせるとい う行為に出た事実,③ 平成 24年か ら平成 25

年にかけて,井形,池 島が共謀 し,被告の特任教員任用申請を故意に

妨害 した事実を摘示 した上,こ れ らを前提に,本件大学において継続

的,計画的,組織的にパワハラが行われていたとい う意見ない し論評

の表明を行つたものであるところ,同意見ない し論評が前提 とするこ

れ らの事実 (以 下,「事実①」ない し「事実③」 とい う。)は ,いず

れ も主要部分において真実である。 したがつて,本件行為については

違法性が阻去,さ れる。

b 仮に事実①ないし③が真実でなかつた としても,被告は,メ ールの

や り取 り (乙 1),井 形,北村及びその他の教員の発言 (乙 2な い し

5)等から,こ れ らの事実を真実 と信 じたものであって,そ のように

信 じたことには相当な理由があるから,被告には故意又は過失がない。

(原告の主張 )

a 事実①ない し③では,原告によるパワハラが 「組織的・計画的・継

続的」に行われた とい う意見ない し論評の表明の前提 となる事実 と

して不十分である。 したがつて,仮に事実①ない し③が真実である

としても,原告によるパ ワハ ラが 「組織的・計画的・継続的」に行

われた とい う意見ない し論評の表明の前提 となる主要な事実の真実

性等が立証 されたことにはならない。
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b 被告の主張する事実①が真実であることは認めるが,事実②及び③

が真実であることは否認する。

事実②について,二宮が被告宛の郵便物を開封 した事実はない。

事実③について,当 時は第 2部 (夜間部)の 改革を行つている最中

で,カ リキュラムの変更は自然な帰結であるか ら,被告の授業担当計

画に記載 された各授業に関してカ リキュラム委員会が不必要 と判断し

た決定は特段合理性 を欠 く決定ではなく,カ リキュラム委員会の決定

を理由として被告の特任教員任用申請の手続を進めなかったことは ,

井形及び池島の故意による特任教員任用申請の妨害にあたらない。ま

た,本件では,カ リキュラム委員会及び数十名で構成 される本件教授

会においてカ リキュラムが承認 されてお り,被告個人に対 して特任教

員任用申請を故意に妨害することは不可能である。

c 事実①ない し③の存在に関して確信を得 られるほど確かな証拠はな

く,被告において,本件記事の前提 となる事実が真実であると信 じる

ことについて相当な理由があるとはいえない。

ゆ 意見又は論評 としての域を逸脱するか否か (争 点 3)

(原告の主張 )

本件記事等は,本件 ウェブページを構成する全てのページのヘ ッダー

部分に 「大阪経済大学パ ワハラ訴訟,経営学部執行部によるパフハラ」

とのタイ トルが付 されるなど,大学の信用を貶める意図がみてとれる投

稿態様であり,論評 として相当と認められる域を逸脱 している。

以上より,本件記事等は正当な論評の域を超えた不当な攻撃であるc

(被告の主張 )

本件記事等は,被告の特任教員任用に関する別件訴訟の経過を報告 し,

その内容について被告な りの評釈を加えたものにすぎず,意見・論評の

域を出ない。
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イ 業務妨害に係 る不法行為 の成否 (本 件行為が違法な業務妨害に当たるか

否か)(争 点 4)

(原告の主張 )

本件記事等は,教職員や学生等の原告関係者 に過度の困惑 と不快 の念 を

抱かせ る等の悪影響 を生 じさせ ,こ れ らの悪影響 に対 して原告は対応 を強

い られ た。 また,本件記事等の存在が,本件大学の受験者数 を減少 させた。

原告の業務に著 しい支障を生 じさせ る本件行為 は業務妨害 と して原告に

対す る不法行為 を構成す る。

(被告の主張 )

否認 ない し争 う。

本件行為は,大学 とい う高等教育機 関の不適正な人事 。運営 を糾弾 し,

改善を促す とい う目的で行 われた行為であ り,表現の 自由の行使 として正

当な行為であるc

ウ 教授会 の議事内容の公開に係 る不法行為の成否 (違法な法益侵害の有無 )

(争 点 5)

(原告の主張 )

本件教授会においては,非公開を原則 とし,教授会の録音 も出席者 の了

解 を得 て行 うことになっている。 これ は,非公開を前提 としてこそ,教授

会 において 自由な発言や意見交換が行われ ,よ りよい意思決定がで きると

考 えられ るか らである。被告が本件教授会及び合 同教授会の議事 を秘密裡

に録音 した上,そ の内容 を公開 した行為 は,本件大学の教授会にお ける議

論 を委縮 させ ることにな り,教授会が非公開で行われ ることについての原

告の利益 を違法に侵害す るもの として,原告 に対す る不法行為を構成す る。

(被告の主張 )

被告が本件記事等で公開 した内容は,専 ら被告の特任教員任用 をめ ぐる

会話のみである。既 に原告 を退職 した被告が,過去の教授会における議事
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内容を特任教員任用手続 に限定 して公開 したか らといって,現在及び将来

における本件教授会 での議論が委縮す るおそれはない し,正常な議事進行

による意思決定が阻害 され ることもない。

したがつて,被告による議事内容の公開は,原告の利益 を侵害す るもの

ではな く,違法性がない .

工 原告の損害額及び肖」除請求の可否 (争点 6)

(原告の主張 )

同  原告の損害額

a 名誉棄損 に係 る不法行為による損害

原告が,被告の本件行為により社会的評価 を低下 させ られ,信用を

毀損 され たcこ れ に よ り原告 が被 った無形 の損害 を金銭評価すれば

570万 円を下 らない ところ,本訴請求ではその一部 であ る 365

万 5410円 を請求す る。

b 業務妨害に係 る不法行為による損害

本件行為による業務妨害によつて原告が被 つた損害 を金銭評価すれ

ば, 1469万 円を下 らない ところ,本 訴請求 ではその一部である

942万 0690円 を請求す る。

c 教授会の議事内容の公開に係 る不法行為による損害

被告による議事内容の公開によつて原告が被 った損害を金銭評価す

れ ば 300万 円を下 らない ところ,本訴請求ではその一部である 19

2万 3900円 を請求す る。

d 上記 aな い し cの合計  1500万 円

m 肖J除請求

被告の本件行為に係 る名誉棄損及び業務妨害によつて,原告 は金銭賠

償では回復できない損害 を被 つたことか ら,名 誉回復措置又は業務遂行

権侵害に基づ く妨害排除請求権 として,被告 に対 し,本件記事等の肖J除
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を請求す ることができる。

(被告の主張 )

いずれ も否認 ない し争 う。

(冽  反訴関係

ア 原告 の本訴提起による不法行為の成否 (争点 7)

(被告の主張 )

前記 (1)ア ロ ない し(ウ)の (被告の主張)記載の とお り,原告が被告 に対 し

て組織的,継続的,計画的にパ ワハ ラを行 つた とい う意見ない し論評の前

提 とな る主要な事実は真実であ り,別件訴訟において も,井形及び池島の

故意 に よる不法行為の成立が認 め られている。それに もかかわ らず ,原告

は,上記各事実は虚偽であ り,被告による本件行為は名誉棄損 による不法

行為等 に該 当す るとい う理 由のない主張を して本訴訴 えを提起 した もので

ある。 したがつて,原告による本訴提起は,不 当訴訟 として被告に対す る

不法行為 を構成す る。

(原告の主張 )

否認 ない し争 う。原告 による本訴提起は,正 当な権利の行使 であって ,

何 ら違法ではない c

イ 被告 の損害額 (争 点 8)

(被告の主張 )

被告 は,原告による不当な本訴の提起により,精神的苦痛 を被 るととも

に,弁護士費用 を負担す ることを余儀 な くされ た.こ れ による損害は合計

50万 円である。

(原告 の主張 )

争 う。

第 3 当裁判所 の判断

1 本訴請求について
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(1)本件記事等が摘示する事実及び真実性等の証明対象について

ア 前記の前提 となる事実のとお り,本件 ウェブページは,ヘ ッダー部分に

「大阪経済大学パワハラ訴訟,経営学部執行部 (井形浩治,池島真策,北

村賞,二官正司,樋 口克次)に よるパワハラ」 と記載 し,タ イ トル として

「◆大経大経営学部,特定の歴代学部執行部によるパ ワハラ/ア カハラ訴

訟の全貌を情報公開するJな どと記載するものである。

また,本件記事には,(η  「私は 2003年 頃から退職に到る 2012

年までパワハラを経験,そ の集大成が 2010年 から用意周到に準備 され

た特任教員制度の適用拒否ですJな どの記載があるほか,1/f)「 被告 ら学部

執行部 (1日
。現)に よるパワハラの履歴」,「大阪経済大学経営学部 学

部執行部による教授会運営の実態 と,原告の特任申請を退ける学部執行部

の組織的な動きJ等の表題が付 された時系列表が掲載 されてお り,同時系

列表には,①  2003年 〔平成 15年〕 2月 ～ 3月 ,学部執行部が,海

外留学中の被告の 2部担当科 目を不開講 とし,非常勤講師への担当者差替

えをしたこと,②  2005年 〔平成 17年〕 5月 9日 ,当 時学部長であ

った二宮が,調査会社のサイバーブ レインズか ら被告宛に送 られてきた封

書を開封 し,そ の請求書の内容についてサイバーブ レインズに電話で問い

合わせたこと,③  2012年 〔平成 24年〕 4月 6日 か ら2013年

〔平成 25年〕 3月 11目 までの間に,被告の特任教員への学部執行部お

よびカ リキュラム委員会による組織的な妨害があったこと,具体的には ,

当時学部長であった井形及びカ リキュラム委員長であった池島が相互に意

を通 じて,カ リキュラム委員会の総意 として被告の授業計画を認めないと

い うことを理由として,意図的に被告の特任教員任用申請を妨害 したこと

などが記載 されている。

一般の読者の普通の注意 と読み方 とを基準 としてこれ ら本件記事等の内

容を読めば,本件記事等は,事実① (平成 15年 2月 か ら3月 にかけて ,
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当時カ リキュラム委員会の委員長であった樋 口と学部長 であった北村が ,

海外留学 中の被告の 2部担 当科 目を不開講 とし,非常勤講師への担 当者差

し替 えを した事実),事 実② (平成 17年 5月 に,当 時学部長であった二

宮が,調査会社のサイバーブ レイ ンズか ら被告宛 に送 られた郵便物 を無断

で開封 し,そ の封入 されていた請求書の内容 につ き,サイバーブ レイ ンズ

に電話 で問い合 わせ るとい う行為 に出た事実)及 び事実③ (平成 24年 か

ら平成 25年 にかけて,当 時学部長であつた井形 とカ リキコラム委員会の

委員長 であつた池島が共謀 し,被告の特任教員任用 申請 を故意に妨害 した

事実)を摘示 した上,こ れ′らの事実を前提 に,本件大学経営学部において ,

執行部 (学 部長及びカ リキュラム委員会の委員長 を指す もの と解 され る。

以下同 じc)に よ り継続的かつ組織的に被告 に対す るパ ワハ ラが行われて

いた との見解 を示 したものであって,こ れ ら事実の摘示及び意見の表明に

よ り,本件大学 を経営す る原告の社会的評価 を低下 させ ,そ の名誉 を毀損

した もの とい うことができる。

イ ー般 に,名 誉毀損については,そ の行為が公共の利害に関す る事実に係

り,かつ,そ の 目的が専 ら公益 を図 ることにあつた場合 で,摘示 された事

実又は意見ない し論評の前提 としている事実が重要な部分 について真実で

あることの証明があつた ときには,人身攻撃に及ぶな ど意見ない し論評 と

しての範囲を逸脱 しているものでない限 り,上記行為は違法性 を欠 くとい

うべ きであ り,仮 に,同 事実が真実であることが証明 され な くて も,そ の

行為者 においてその事実 を真実 と信ず るにつ いて相 当の理 由があるときに

は、右行為 には故意 もしくは過失がな <、 結局、不法行為は成立 しないも

の とい うべ きである (最 高裁昭和 37年閉第 815号 同 41年 6月 23日

第一小法廷判決 ,民集 20巻 5号 1118頁 ,最高裁昭和 62年 4月 24

日第二小法廷判決 。民集 41巻 3号 490頁 ,最 高裁平成元年 12月 21

日第一小法廷判決・民集 43巻 12号 2252頁 参照).
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ウ そ うす ると,被告が本件記事等 を掲載 した行為 (本 件行為)が ,公共の

利害 に関す る事実に係 り,かつ,そ の 目的が専 ら公益 を図ることにあつた

場合 で,摘示 された事実であ り意見の前提 とされ た事実で もある事実①な

いし事実③が,重要な部分において真実であるか,被告においてこれ らの

事実を真実と信ずるについて相当の理由があると認められるときは,人身

攻撃に及ぶなど意見ないし論評 としての範囲を逸脱 しているものでない限

り,本件行為について不法行為は成立 しないこととなる.

以上を前提に,以 下,名 誉毀損による不法行為の成否等について検討す

る。

121 事実経緯

前記の前提 となる事実に証拠 (後 掲各証拠のほか乙 7～ 9。 ただ し,いず

れ も後記認定に反する部分を除 く。)及び弁論の全趣 旨を総合すれば,以下

の事実が認められる。

ア 事実①に関する経緯

平成 15年 2月 24日 ,当 時カ リキュラム委員会の委員長を務めていた

樋 回は,被告に対 し,平成 14年末に決定 した被告の本件大学における平

成 15年度の担当科 目を確認するとともに,平成 15年度に追加で演習を

担当することを要請 したが,被告は,同 日,樋 日の要請を断つた。樋 回は ,

同月 25日 ,演習の開講要請を取 り下げるとともに,被告に対 し,第 2部

の情報経営論 I`Ⅱ について,別の担当者に差 し替え又は不開講 とする旨

伝えた (乙 1).

イ 事実②に関する経緯

ア)平成 17年 5月 9日 頃,株式会社サイバーブレインズ (以 下 「サイバ

ーブ レインズ」とい うc)か ら被告に送 られた郵便物が,本件大学の経

営学部宛になつてお り,当 時の経営学部学部長であった二宮の下へ送 ら

れたことか ら,二宮は,サイバーブ レインズに対し,請求書 (乙 10。
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備考欄に担当者 として被告の氏名が記載 してあるもの。)に覚えがない

として,問合せをした (乙 11, 12)。

イ 被告は,.同 月 16日 ,二宮の下を訪れ,サイバーブ レインズに対する

問合せについて二官に質問をした。 これに対 し,二官は,被告に対 し,

「経営学部宛てになっていたため, 自分のところにきたc備 考欄に被告

の氏名があるが,こ の請求書が被告宛てのものかどうかわか らないから,

先方に電話をした。」旨の回答をした (乙 12)。

ウ 事実③に関す る経緯

m 被告は,平成 22年度は,国内留学中であったことか ら授業を担当し

てお らず,平成 23年度の授業担当計画を決めるに際 して,担 当授業数

が,平成 21年 9月 に定められた申合せ (乙 55)に 基づ く所定の数よ

りも 1.5コ マ不足する状況になつていた.授業数不足に対する対応策

についてカリキュラム委員会で検討が行われた結果,当 時,カ リキュラ

ム委員会の構成員であつた井形が,平成 22年 8月 6日 ,被告に対 し,

① 北浜イブニング科 日として既存の科 目を開講する (0 5コ マ),

②  「経営学特殊講義 (環境経営論 )」 を担当する (0.5コ マ),③

「外国書購読」を担当す る (0.5コ マ)の いずれかについて,合計 1

コマ分を担当するよう依頼するとともに,① 当時被告が担当していた

第 1部 (昼 間学部)の講義科 目を第 2部で開講することも可能であると

の提案をしたことから,被告は,こ れに応 じて 「外国書購読」及び 「経

営学特殊講義 (環境経営論 )」 を担当するとともに,当 時被告が担当し

ていた第 1部 の講義科 目である「情報ネ ッ トワーク論 1・ Ⅱ」及び 「情

報バ リューエンジエア リング」を第 2部でも開講することとし,平成 2

4年度の授業担当計画及びそれ以降の授業担当計画を記載 した 「3カ 年

講義計画Jに おいても概ね これ を踏襲 した (乙 6, 19)3

なお,平成 24年度までの間に被告が担当していた講義の内容等につ
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いて,カ リキュラム委員会等において,必要度が低いな どとして是正を

求める意見が出された ことはなかった。 また,被告が担 当 していた講義

の受講者 は,他 の教授が担 当す る科 目等 と比較 して も,少 ない部類では

なかつた。

m 被告は,平成 24年 9月 末頃,井形に対 し,「特任教員任用資料」 ,

「本学における役職歴」,「 3カ 年講義計画」 を提 出 し,特任教員任用

を希望す る旨を伝 えた (乙 17な い し19)。 被告 の特任教員任用 申請

を受 け,井形 は,池島に,カ リキュラム委員会 による 「3カ 年講義計画」

の検討 を依頼 した。

被告による特任教員任用 申請 当時,カ リキュラム委員会に関す る規程

が経営学者「において明示的に設 けられていたわけではなかったが,カ リ

キュラム委員会は他学部 の規程 を参考に運営 されてお り,カ リキュラム

に関す る事項等について検討 した上で,本件教授会 に報告 を行 うとい う

本件教授会の諮問機 関の役害」を果た していたc特任教員任用手続 におい

て も,カ リキュラム委員会に関する具体的な規程はなかったが,学部長

が授業担 当計画を推薦委員会に提 出す る前に,カ リキュラム委員会及び

本件教授会が授業担当計画を事前 に審議 し,承認 をす るとい う運用が行

わオ■ていた (乙 59, 60)。

(ウ)池 島は,井形に対 し,検討の結果 を報告 し, これ を受 けた井形 は,カ

リキュラム委員会の検討結果 を踏 まえ,平成 24年 10月 15日 ,被告

に対 し,特任教員任用 申請 を辞退す るよ うに求めた。

その際,井形が被告 に説 明 した内容 は,概ね次の よ うなものであった

(乙 2,22,102)。

a 第 2部科 目として記載 されてい る 「情報ネ ッ トワー ク論 IoⅡ 」及

び 「情報バ リューエ ンジエア リング」 ,「経営情報論」等 は,学則

上 は第 2部 の科 目としては存在 しないので,特任教員への任用 に際
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しては,担 当科 目としては設 |す ることはできない。被告は,平成 2

3年度及び平成 24年度において上記の科 目を第 2部の時間帯にも

開講 していたが,こ れは例外的措置 として行われていたものである

から,平成 25年度以降,こ れを継続する必要性は少ない。

b 「外国書購読 I・ Ⅱ」は,大学院進学者の人試対策であるところ,

成果が上がっていないことから必要度が低 く,廃止するか,大学院の

出題傾向に明るい人が担当する方がよりふさわ しい として,カ リキュ

ラム委員会で従前から廃止意見があつた。

c 「経営情報論」は,平成 24年度に本件大学の経営情報学部が廃止

されたことを考慮 しても,文科系の学部である経営学部においては ,

独立の科 目としての重要度が低い。

d 「情報バ リューエンジエア リング」は,同科 目が経営学部のカ リキ

ュラム体系上,必要か否かが明確ではない。

l_tl これに対 し,被告は,井形に対 し,特任教員への任用申請を辞退する

意思はなく,投票で否決 されることになつても構わないので手続を進め ,

被告の授業担 当計画を推薦委員会に提出 してはしい との意向を示 した

(乙 2)。

鋼  井形は,平成 24年 10月 16日 ,本件大学の学長である徳永光俊

(以 下 「徳永学長」 とい う。)と 協議 し,同 日,そ の内容等を記載 した

メールを被告に送信 し,特任教員任用申請の手続を進めることはできな

い旨伝えた。同メールには,概要以下の記載がある (乙 51)G

徳永学長に対 し,被告の授業計画書に 「不備」 (カ リキュラム委員会

による否認の意味。)力 あ`るものの特任教員推薦委員会への提案は可能

か尋ねたが,過去の事例においても,書類上の 「不備」がある候補者の

受理は してお らず,特任教員推薦委員会の開催 も不可能であるとの回答

であ り,今後,手続を進めていくことは事実上不可能 となった。
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開 特任教員任用規程上,授業担当計画について学部長 と対象者が協議の

上で推薦委員会に提出することになつていたが (特任教員任用規程第 9

条 1項 ),そ れ以降,井形 と被告 との間で代替策を検討する等の協議が

されることはなく,ま た,授業担当計画が井形によつて推薦委員会に提

出され ることもなかった。

田 同月 19日 ,本件教授会が開催 され,被告の授業担当計画及び特任教

員任用申請に関 して,以 下のようなや り取 りがされた (乙 106)。

池島は,次年度のカ リキュラムに関 して,カ リキュラム委員会で決定

されたことを,科 目ごとに説明 し,全体 としては例年 と基本的には変わ

らない旨述べた。池島がカ リキュラムについて説明 している途中,被告

は,池島に対 しカ リキュラム委員会によつて自己の科 目が不要 とされた

と井形が自己に伝えたことを述べるとともに, 自己のカプキュラムも含

めたカ リキュラム全体について十分な議論を行 うように求めた。かかる

被告の発言を うけ,本件大学経営学部教授の池野重雄 (以 下 「池野」と

い う。)が ,被告の担当科 目がなくなることに関する説明を求めたとこ

ろ,池島は,「特任問題は後でやつていただいて」 と発言 して,説明を

避けた。 これに対 し,池野が,「いやいや,科 目がなくなるとい う話だ

ったんで」 と反論 したところ,池島は,「科 目|ま まだ検討 している最中

ですんで」 と述べて,再度説明を避け,そ の後も被告の担当科 目に関す

る具体的な説明は行わなかつた。

1ク)同年 11月 16日 ,本件教授会が開催 され,被告の特任教員の任用申

請が不受理 となつたことなどが報告 された (乙 3, 24, 53, 60)。

同国の本件教授会においては,概要以下のようなや り取 りがされた。

a 本件教授会に出席 していた本件大学経営学部教授の山田文明 (以 下

「山田」 とい うし)が ,被告の特任教員任用申請が不受理 となった

理由を井形に質問 した ところ,井形は,「私 と吉井先生の間 J)協 議
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が成立 しなか つた」 ,「特任教員 として科 目を t)つ ていただ くとい

うことに関 しては,」 「私は承諾 しがたい」 ,「 カ リキュラム委員

会 の見解 で承諾 しがたい」 な どと回答 し,そ の後 ,山 田が再度 ,

(被告 の特任教員任 用 申請 につ き)書類上の不備 の内容 を尋ねた と

ころ,井形 は,「 (被告が)特任 に も しな られ て持 たれ る科 目が不

適合 だ と私が判断 した」 と回答 し,そ れ以上 の詳細 な説 明 を行 わな

かった。

b その後,被告が,特任教員任用申請 に関す る手続 を正 しく踏む よ う

に希望 した ところ,北村 は,概要 「書類 が ととのわなか ったか ら不

受理 になった」 とだけ説 明す るに とどま り,被告 が被告 の特任教員

任 用 申請 につ いて本件 教授 会 で議 論す る こ とを求 めた の に対 して

「教授会議題 ではない。」 として議論を拒否 した。

さらに,山 田が書類上の不備 の意味を質問 したのに対 し,井形が ,

F特任教員 として この 3年や つていただ く計画書 が認 めがたい とい

うことが不備」である と回答 し,更に回答 を続 け よ うと した ところ ,

北村 は 「も うそれだけでいい じゃん。進行 して くだ さい」 と述べ
,

井形 の回答 を遮 った。

その後,山 田が再度書類上の不備の意味を質問 した際 も,井形 は
,

「カ リキュラム委員会の ご半J断 と私の判断で特任 を決 める とい うや

つには認 めがたい とい う判断です」 と回答す るに とどま り,かか る

井形 の回答 に対 して池野 が 「カ リキュラム委員会 と学部長 の判断が

ど うい うものだ つたか ら認 めなかった とい う報告 がほ しい」 とい う

意見を述べた際 にも, これに対 して具体的な回答 を しなかった。

(3)公共性及び公益 目的の有無 (争点 1)について

ア 本件記事等の内容及びその掲載 に至 る経緯 に照 らせ ば,本件記事等は ,

本件大学経営学部の教授 であつた被告が,学部長等か らパ ワハ ラに当たる
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行為を受けたと主張 し,同 主張に係る事実を摘示 して学部長等の行為を非

難することを主題 とするものと解 される。

大学は,学問研究,研究成果の発表,教育等を目的 とする高等教育機関

であつて,学問の自由の保障が要請 されることなどに鑑みれば,私立大学

であつても,学部教授に係る人事,運営の適否は社会の正当な関心事 とい

うことができるЭまた,本件記事等の内容は,被告がパフハラ行為である

と主張する事実 (事実①ない し③)を摘示するとともに,こ れ 宅)に 関する

執行部の言動や本件教授会の運営等に対する批判を記載 したものであって ,

上記主題を離れてこれ と無関係な原告ない し執行部の言動等について記載

したものではないc

したがって,本件記事等の掲載は,公共の利害に関する事実に係 り,専

ら公益を図る目的で行われたものと認めるのが相当である。

イ これに対 し,原告は,被告の主張に必要不可欠ではない顔写真の掲載や ,

本件記事等の全ページに 「組織的パ ワハラ,ア カハラ」 との記載がされて

いることなどに照らすと,本件行為は専 ら被告の不満ないし私憤を晴 らす

目的で行われた行為であると主張する。

しか しながら,本件 ウェブページに執行部構成員の写真を掲載 したこと

については,必要性,相 当性の点で疑間を抱 く余地はあるとしても,そ の

ことのみから直ちに,本件記事等の掲載に公共性ない し公益 目的が否定さ

れるとい うことはできない。また,本件記事等の全ページに 「組織的パ ワ

ハラ,ア カハラ」と記載 されていることについては,被告が自らの主張の

インパク トを強めようとしてそのような表現方法をとつたことが推測され

るが,被告が,本件記事等を掲載するに際 し,原告に対する不満や鬱憤を

晴 らす意図を併せ有 していた としても,そ のことか ら直ちに,本件記事の

掲載につき公共性ないし公益 目的が失われるとい うこともできない。

そ して,他に,本件記事等の掲載が,公共の利害に関する事実に係 り,
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専 ら公益 を図る 目的で行われた ものであるとの上記認 定判断を覆すに足 り

る証拠はない。

ウ よって,争点 1に ついての被告の主張は,理由がある

(4)真実性又は真実相 当性の有無 (争点 2)に ついて

ア 事実① の真実性等 について

樋 目が,平成 15年 2月 25日 ,被告 に対 し,第 2部 の情報経営論 I・

Ⅱについて,別の担 当者 に差 し替 え又は不開講 とす る旨伝 えた とい う事実

(事実①)が真実であることは,当 事者間に争いがない。

イ 事実②の真実性等について

前記(2)イ に認定 した事実によれば,平成 17年 5月 9日 頃,サ イバーブ

レインズから本件大学経営学部内の被告宛てに送付 された郵便物が,当 時

の学部長であつた二官の下へ送 られたことから,二官がサイバーブ レイン

ズに対 し請求書に覚えがないとして問い合わせたことについて,被告が二

宮に質問 したところ,二宮が 「経営学部宛てになつていたため, 自分のと

ころにきた。備考欄に被告の氏名があるが,こ の請求書が被告宛てのもの

かどうかわからないか ら,先方に電話をした。」旨の回答をしたことが認

められる。

この点に関し,原告は,二宮が被告宛ての郵便物を開封 した事実はない

と主張するが,二宮が封筒を開けることなく封筒内に請求書が入つている

ことを認識できたとい うような事情は見当たらないことに加 えて,二 官が

上記に述べた 「備考欄」 とは,請求書 (乙 10)の 下方にある被告の氏名

が記載 された 「備考J欄 を指す と解 されることをも併せ考慮すれば,二官

は,上記請求書が入つた封筒を開封 し,備考欄に被告の氏名が記載 されて

いることを認識 した上でサイバーブレインズに問い合わせたものと推認す

るのが自然である。

以上によれば,学部長であった二官が,サイバーブ レインズから被告宛
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に送 られた郵便物を無断で開封 し,封入 されていた請求書の内容につき ,

サイバーブレインズに電話で問い合わせたとい う事実 (事実②)は ,真実

であるか,少なくとも,被告がこれを真実と信 じるについて相当の理由が

あつた と認められる。

ウ 事実③の真実性等について

前記(2)ウ の事実によれば,平成 24年から平成 25年 にかけて,当 時本

件大学経営学部の学部長であつた井形及びカ リキュラム委員長であつた池

島が共謀 し,カ リキュラム委員会の総意 として被告の授業計画を認めない

とい う決定がされたことを目実にして,被告の特任教員任用申請を故意に

妨げた事実が認められ,事実③は真実であると認められる。以下,補足 し

て検討す る。

同 池島が,カ リキュラム委員会において十分な審議がされていないにも

関わらず,カ リキュラム委員会の総意 として被告の担当授業を廃止する

決定がされたとい う扱いにしたことについて

a 被告が特任教員任用申請に際 して提出した 「3カ 年講義計画」の内

容は,平成 24年度の被告の講義内容 とほぼ同様のものであ り,そ の

うち 「外国書購読 I・ Ⅱ」は,被告が平成 23年度に担当す る担当授

業数の不足を補 うために,平成 22年当時,カ リキュラム委員会の構

成員であつた井形か らの依頼を受けて,平成 23年度から被告が担当

するようになつたものであつたcま た,従前第 1部のみで開講 してい

た 「情報ネ ッ トワーク論 I・ Ⅱ」及び 「情報バ リューエンジエアリン

グ」を,平成 23年度から第 2部 でも開講するようになつたのも,井

形の承諾を得て行つたことである。そして,平成 24年度の授業担当

計画においても,平成 23年度の授業計画の内容が概ねそのまま踏襲

されてお り,ま た,平成 24年度までの間に被告が担当していた講義

の内容等について,カ リキュラム委員会等において,必要度が低いな
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どとして是正を求める意見が出されたことはなかった。

それにもかかわらず,平成 24年 10月 12日 開催のカ リキュラム

委員会において,被告の講義の大半は不必要である旨の決定がされた

として扱われ,そ の後,被告のカ リキュラムの内容等について再度の

協議や検討 も行われなかったものである。

b 上記のとお り,被告のカ リキュラムの内容について,それ以前に是

正を求める意見が出されたことはなかったこと,被告の担当していた

科 目の受講者数は他の科 目と比較 して少なくなかったことなどに照ら

せば,仮 に,カ リキュラム委員会において十分な審議がなさねンた上で

被告の担当する講義内容に問題があるとい う結論が出されたのであれ

ば,他の科 目に変更することが可能か否か等について検討が行われる

のが 自然である。 ところが,そ のような検討が行われた形跡はなく,

カ リキュラム委員会において,わずか 1回 の審議が行われたのみで ,

カ リキュラム委員会の総意であるとして,被告の担当する講義を不要

とする結論が出されたもので,カ リキュラム委員会の決定に至る上記

経緯は不自然な感を拭えない。

c また,同年 10月 19日 の本件教授会において,池 島は,カ リキュ

ラム委員会の検討結果について,被告のカリキュラムの廃止及びそ

の理 由について触れ ることなく,例年か ら大きな変更はない と説明

するにとどま り,池野が被告のカ リキュラムの廃上について池島に

説明を求めても,池 島は,「特任問題は後でやつていただいて」 ,

「科 目はまだ検討 している最 中ですんで」などと説明を避 けるよ う

な対応 を した。仮に,本件教授会の諮問機 関であるカ リキュラム委

員会において被告のカ リキュラムの廃止等が十分に審議 された とす

れば,本件教授会においても,重点を置いて積極的に説明 されるベ

き事項であるにもかかわらず,池野が上記のよ うな対応に終始 した
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ことも,不 自然 とい うべきである。

d 上記 aな い し cを総合勘案すると,カ リキュラム委員会の委員長で

あつた池島は,カ リキュラム委員会において十分な審議がされていな

かつたにもかかわ らず,カ リキュラム委員会の総意 として被告の担当

授業を廃止する決定がされたとの扱いにしたことが認められる。

e これに対 し,池 島は,別件訴訟の本人尋間において,カ リキュラム

委員会において十分な審議がなされ,審議の結果 ,メ ンバーの総意 と

して,被告の授業担当計画のほとんどが不要もしくは必要度が低いと

い う結論に一致 した と供述する (乙 9)。

しか し,上記 aな いヒ/cの事実に加えて,池島自身,カ リキュラム

委員会の委員長であ りながら,被告が従前担当していた講義の内容を

理解 していたわけではなかつた と供述 していること (乙 9)を も勘案

すると,カ リキュラム委員会が,わずか 1回 の会議で,被告の授業担

当計画のほとん どが不要又は必要度が低いとの意見で一致 したとい う

のは不 自然である。また,被告の担当する授業の受講者が他の科 目と

比較 して少なくはなく,被告は長期間本件大学に勤務 していた教授で

あったことに照 らす と,仮に被告の講義が不必要であるとい う審議結

果に至るとしても,そ れまでに被告の講義の具体的な内容に関する質

問や意見等が出て議論がされたはずである。それにかかわらず,池島

は,別件訴訟の本人尋間において,他の委員からも被告の講義の内容

についての質問もされ,ず ,ま た,被告の講義を残すべきだとい う意見

は一切出なかつた とい う供述をしてお り (乙 9),か かる供述は,カ

リキュラム委員会において実質的な審議が行われなかったことを裏付

けるものといえる。

以上によれば,カ リキュラム委員会において十分な審議が行われた

結果,被告の授業担当計画が不要又は必要度が低いとの結論に達 した
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旨の池島の上記供述内容は,採用す ることがで きないc

(イ)井 形が被告の特任教員任用 申請手続 を進 めなかつた ことには合理的な

理 由がないことについて

a 被告が特任教員への任用 申請に際 して提 出 した 「特任教員任用資料」

(乙 17)及 び 「本学 における役職歴」 (乙 18)の 記載 内容 につい

て,特任教員任用規程上,問題 があつた とい うよ うな事情 は窺われな

いか ら,学部長である井形は,特任任用規程 に基づ き,特任教員任用

申請の対象者である被告 と「協議」を した上で,授業担 当計画 を推薦

委員会 に提 出 しなければな らず,被告 自身 も,授業担 当計画を推薦委

員会 に提 出 して任用手続 を進 めることを強 く希望 していた。それにも

かかわ らず ,井形 は被告 と協議 を行わず,授業担 当計画を推薦委員会

に提 出 して特任教員任用 申請手続 を進 めることもしなかつた。

このことについて,井形は,別件訴訟の尋 間において,被告が憤 っ

ていて取 り付 く島がなかつたため,再度協議 を行 うことがなかったに

す ぎない と供述す る。 しか し,お よそ協議に応 じない とい うよ うな態

度 を被告が取 つていた との井形の供述 を裏付 ける証拠はな く,む しろ ,

被告 は,平成 24年 10月 19日 及び同年 11月 16日 の本件教授会

において,被告の担 当授業 を廃止す ることの是非 について本件教授会

で議論 をしてほ しい 旨意見を述べ るな ど,話合い を求めていた と認 め

られ ることか らすれば,井形 の上記供述は,採用できない。

b 井形 は,同年 11月 16日 の本件教授会において,被告の特任教員

任用 申請が不受理 になつたことを報告 した際,当 初 ,極めて簡潔な報

告 しか行お うとせず ,ま た,被告が,特任教員任用 申請の 「不受理」

及びカ リキュラム委員会 における 「3カ 年講義計画」の審議結果に関

す る説明を求めたのに対 しても,井形及び北村は,具体的な説 明をす

ることな く特任教員任用 申請拒否 に関す る議論 を避 けてお り, さらに ,
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書類の 「不備」の意味及び理 由について,山 田や池野が質問 したにも

かかわ らず ,井形は,被告が 「…特任 に もしな られ て持たれ る科 目が

不適合 だ と私が判断 したJな どと抽象的な回答 を述べ るに とどまった

ものである。

仮に,特任教員任用 申請を不受理 と した ことに合理的な理 由があつ

た とすれば,特任教員任用 申請 は人事上重要な事項 であるか ら,井形

としては,同 日の本件教授会において,山 田や池野の質問に対 し,カ

リキュラム委員会の審議内容の詳細や特任教員任用 申請が不受理 にな

つた経緯 について,詳細な説明が行 われたはずである。それ にもかか

わ らず,上記の とお り,井形が質問に対する具体的な回答す らせず ,

抽象的な説 明に終始 したことか らす ると,被告の特任教員任用 申請が

不受理 になつたことについて,合理的な理 由は存在 しなかった もの と

推認 され る。

c 上記 a及 び bを併せ勘案す ると,井形 |ま ,何 ら合理的な理 由がなか

ったに もかかわ らず ,被告の授業担 当計画に 「不備」がある として ,

特任教員任用 申請手続 を進めなかつた と認 め られ る。

(引 井形 と池島が,相互 に意思を通 じ,意図的に被告の特任教員任用 申請

を妨害 した ことについて

a 上記F),“に判示 したところに加え,当 時,井形が学部長,池 島が

カ リキュラム委員会の委員長をそれぞれ務めていたこと,平成 24年

11月 16日 の本件教授会における井形の特任教員任用申請に関する

説明態度,特任教員任用申請手続においてカ リキュラム委員会が果た

していた役害1等 を併せ考慮すると,カ リキュラム委員会の委員長であ

つた池島と,学部長 として特任教員への任用申請を した者の授業担当

計画を特任教員推薦委員会に提出する責務を負っていた井形 とは,相

互に意思を通 じた上で,カ リキュラム委員会の決定を目実 として意図
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的に被告の特任教員任用 申請 を妨害 した もの と認 めるのが相 当である。

b これ に対 し,原告は,当 時は第 2部の改革 を行 つている最 中であ り,

カ リキュラムの変更は 自然な帰結であって合理性 があったな どとして ,

井形 と池島が被告の特任教員任 用申請 を故意 に妨 げた事実はない と主

張す る.

しか し,平成 24年 当時,経営学部のカ リキュラムに大きな変更が

された ことを裏付 ける的確な証拠はな <,か えつて,平成 24年 10

月 19日 の本件教授会 において,池島か ら,平成 25年度のカ リキュ

ラムは,全体 として変更がないな どと説明 したのみで,被告 が担 当し

ていた科 目がな くなることについて具体的な説明 を しなかったことに

照 らせば,原告の上記主張は,採用す ることができないし また,仮に ,

カ リキュラムの変更 自体に合理性が認 め られ るとして も,カ リキュラ

ム委員会ない し本件教授会において十分な審議が された上で決定 され

た ものではな く,少 な くとも,被告の特任教員任用 申請 を不受理 とす

る過程及び説明の際に合理性 のある根拠が示 され た とは認 め難いか ら,

いずれ に して も,原告の上記主張は,採用できない。

c また,原告は,カ リキュラム委員会及び数十名 で構成 され る本件教

授会においてカ リキュラムが承認 されてお り,被告個人の特任教員任

用 申請 を故意に妨害す ることは不可能であると主張す る。

しか し,前記認 定の とお り,特任教員任用手続 において,学部長が

授業担 当計画 を推薦委員会に提 出す る前に,カ リキュラム委員会及び

本件教授会が授業担 当計画 を事前 に審議 し,承認す るとい う運用が行

われていた ことに照 らせば,カ リキュラム委員長 である池島 と学部長

であつた井形 とが意 を通 じれば,被告の特任教員任用 申請 を故意に妨

害す ることは十分可能であつた と考え られ る し,実際にも,前記の と

お り,カ リキュラム委員会において被告の提 出 した授業計画の内容 を
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十分に審議することなく否認 されたものとされ,本件教授会において

も,十分な説明や議論がされることなく,不受理 との結論に至ってい

ることなどに照 らす と,池島及び井形がその主導により被告の特任教

員任用申請を故意に妨害 したものと認められ るか ら,原告の上記主張

は採用できない。

工 以上によれば,被告が本件記事等で摘示するとともに意見表明の前提 と

した事実①ないし③は,いずれもその重要な部分において真実であるか少

なくとも,被告がこれを真実であると信 じるについて相当な理由があつた

と認められる。

オ なお,原告は,事実①ないし③のみでは 「組織的・継続的・計画的」と

までは評価できず,前提事実が不足 しているから,事実①ないし③の真実

性等が証明されたとしても,本件記事等による意見ない し論評が前提 とす

る事実の うち重要な部分が不足しているなどと主張する。

しか し,前記 1(1)に 判示 したとお り,本件記事等は,一般の読者の通常

の読み方を基準 とすれば,事実① (平成 15年 2月 か ら3月 にかけて,当

時カ リキュラム委員会の委員長であつた樋 口と学部長であつた北村が,海

外留学中の被告の 2部担当科 目を不開講 とし,非常勤講師への担当者差 し

替えをした事実),事 実② (平成 17年 5月 に,当 時学部長であつた二宮

が,調査会社のサイバーブ レインズから被告宛に送 られた郵便物を無断で

開封 し,そ の封入 されていた請求書の内容につき,サイバーブ レインズに

電話で問い合わせ るとい う行為に出た事実)及び事実③ (平成 24年から

平成 25年にかけて,当 時学部長であった井形 とカ リキュラム委員会の委

員長であった池島が共謀 し,被告の特任教員任用申請を故意に妨害 した事

実)の各事実を摘示 した上,こ れ らの事実を前提に,本件大学経営学部に

おいて,執行部により継続的かつ組織的に被告に対するパワハラが行われ

ていたとの見解を示 したものと解 されるから,真実性等の証明の対象は ,
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摘示 された事実であるとともに意見の前提 とされた事実でもある事実①な

いし③であつて,こ れ らの事実が重要な部分において真実であるか,又 は ,

被告において真実と信 じる相当の理由があつたか否かが判断の対象 とされ

るべきものである。

原告の上記主張は,要するに,事実①ないし③の各事実から,本件大学

において 「組織的・継続的・計画的」なパワハラが行われていたと評価す

ることが不当であるとい うものと解 されるが,摘示された前提事実に照ら

して当該意見が相当か不当かとい うようなことは,そ もそも真実性等の判

断の対象 となるものではないから,原告の上記主張は,失 当である。

力 よって,争点 2に ついての被告の主張は,理 由があるc

t5)意見又は論評 としての域 を逸脱するか否か (争 点 3)について

ア 本件記事等は,全ページに 「大阪経済大学パ ワハラ訴訟,経営学部執行

部によるパフハラ」等 と記載 した上,学部執行部構成員の氏名及び顔写真

を掲載するなど,表現行為 として些か適切を欠 く部分があるとい うべきで

あるが,本件記事等で摘示 されている事実の内容や記載文言等に照 らし,

いまだ個人に対する人身攻撃に及ぶなど論評 としての域を逸脱するとまで

は認められない。

イ よって,争点 3に ついての原告の主張は,理由がない。

(6)小括 (名 誉棄損を理由とする不法行為について )

以上によれば,被告が本件記事等を掲載 した行為 (本件行為)は ,原告の

社会的評価 を低下させるものであるが,違法性が阻却 され,又 は,故意若 し

くは過失がない と認められ ることか ら,原告に対する名誉棄損を理由とする

不法行為は成立 しない。

(7)業務妨害を理由とする不法行為の成否 (争点 4)について

ア 原告が主張する業務妨害の内容は,要するに,被告の本件行為によつて

原告ない しその運営する本件大学の社会的評価が低下 し,それに伴い信用
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が毀損 され た結果 ,本件大学の運営に係 る原告の業務 に悪影響が生 じた と

い うにす ぎない ところ,前記の とお り,被告の本件行為によ り原告の社会

的評価が低下 しだことについては,違法性又は故意過失がなく,原告に対

する不法行為を構成 しない。

そして,被告の行為によって,原告の社会的評価が低下 したこととは別

に,そ の業務が違法に妨害 されたことについての主張立証はない。

イ よって,争点 4に 関する原告の主張は,理 由がない。

(8)教授会の議事内容の公開を理由とする不法行為の成否 (争点 5)に ついて

ア 大学については,学術の中心として深 く真理を探究することを本質 とす

ることなどに鑑み,学問の自由が保障 され,そ のために大学の自治が認め

られるところ,大学の自治は,特に大学の教授その他の研究者の人事に関

して認められる (最高裁昭和 31年間第 2973号 同 38年 5月 22日 大

法廷判決・升J集 17巻 4号 370頁 参照)。 そ して,大学の自治の主要な

担い手は,教育研究に関する重要な事項について審議 し意見を述べること

が予定 されている教授会 (学校教育法 93条 )で あって,本件大学が,学

則 (甲 5の 1)において,学部の機構,組織並びに制度に関する事項,学

則並びに学部諸規定の改廃に関する事項,学長の選任等に関する事項,教

育職員の人事に関する事項,教授及び研究に関する事項等の広範な事項を

学部教授会の審議事項 として定めているのも,かかる趣 旨に基づ くものと

解される.

上記のとお り,教授会が大学の自治の主要な担い手であることに照 らせ

ば,教授会における審議の方法についても, これを公開とするか非公開と

するかを含め,当 該教授会が定めるべきものであるところ,本件教授会に

おいて,議事内容を公開することが許可された との事実を認めるに足 りる

証拠はなく,かえつて,平成 16年 5月 21日 開催の本件教授会において

は,被告を含む本件教授会構成員の全員出席の下で,議事の録音を希望す
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る者は出席者の了解を得て行 うことが改めて確認 されていること (甲 4)

などに照 らせば,本件教授会における議事内容は非公開とすることが前提

となつていたと認められる。

このように,非公開を前提 として行われた本件教授会における審議の内

容が,発言者に無断で録音 され,イ ンターネッ ト等を通 じて公開されると

い うことになれば,教授会構成員が委縮 し,真意に基づいた自由な意見の

表明が困難 となって,教授会における適正な意思決定が害され,ひ いては

大学の自治が脅かされる事態に陥 りかねない。

以上に照 らせば,非公開の教授会における議事内容を無断で外部に公表

されないとい う利益 (教授会の議事の秘密)は ,発言者である個々の教授

会構成員のみな らず,本件大学ない しその運営主体である原告にとつても,

不法行為法上保護 されるべき利益であると解するのが相当である。

イ しかるに,前記のとお り,被告は,許可を得ることなく,非公開とされ

た本件教授会及び合同教授会における議事内容を秘密裡に録音 し, これを

本件 ウェブサイ ト及び本件記事で公開 したものであるか ら,被告の上記行

為は,教授会の議事の秘密 を違法に侵害 したものとして,原告に対する不

法行為を構成する.

ウ これに対 し,被告は,被告が公開 した内容は専 ら被告の特任教員任用を

めぐる会話のみであ り,公開の時点で既に被告が本件大学を退職 していた

から,現在及び将来の本件教授会での議論が委縮するはずがないなどと主

張する。

しか し,そ もそも,被告が公開 した議事の内容には,①平成 17年 7月

1日 の合同教授会における人事権に関する事項等 (甲 1の 5, 1の 8,乙

31, 101),② 平成 18年 1月 13日 の本件教授会における各教授の

担当科 目や受講生の数 とコマ数の関係等 (甲 1の 7,乙 84),③ 平成 2

4年 9月 28日 の本件教授会における特任教員任用申請の一般的事項や ,
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それに付随する授業担当計画書,カ リキュラム委員会等の仕組みに関する

事項 (甲 1の 7,乙 100, 101),0平 成 24年 10月 19日 の本件

教授会における他の教授の担当授業やゼ ミに関する事項 (甲 1の 6, 1の

7,乙 106),⑤ 平成 24年 11月 16日 の本件教授会における学生の

カンニング問題の処理に関する事項,山 田が中国で捕まった際に行った支

援決議に関する事項等 (甲 1の 4, 1の 6, 1の 7,乙 3, 24),被 告

の特任教員任用申請に直接関係 しない事項 も含まれてお り,被告の上記主

張は,前提を欠 く。 この点を措 くとしても,特任教員任用申請に関する事

項は,大学の自治の中核をなす人事に関する事項であるから,議事の秘密

の対象に含まれ ることは当然であって,公開内容が特任教員任用申請に関

する事項に限定されていたことは,被告による議事内容の公開が不法行為

法上違法であるとの上記判断に影響を及ぼす ものではないc

また,非公開であるはずの本件教授会の議事内容が無断で録音 されて公

開されたとい う事実が存在すれば,当 該行為を行った者が既に退職 してい

たとしても,現在及び将来の本件教授会における発言について委縮効果は

生 じるとい うべきであるか ら,公開行為を行った時点で被告が退職 してい

たか否かは,不法行為の成否についての判断を左右するものではない。

なお,公開された議事に係 る事項が被告に関するものであったか否かに

よつて,議事内容の公開が本件教授会での発言に与える委縮効果の有無 ,

程度が左右 され ることはないから, このことも,不法行為の成否に影響を

及ぼす ものではない。

したがって,被告の上記主張は,採用できない。

工 よつて,争点 5に 関する原告の主張は,理 由がある。

被告は,原告に対 し,本件教授会の議事内容の公開 (議事の秘密の侵害 )

を理由とする不法行為に基づき, これによって原告が被つた損害を賠償す

べき責任を負 う。
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0 原告の損害額及び削除請求の可否 (争点 6)について

ア 原告 の損害額について

" 
上記鰺)の とお り,被告 は,原告に対 し,本件教授会の議事内容の公開

(議事の秘密 の侵害)に よつて原告が被 つた損害を賠償すべ き責任 を負

うところ,被告の上記不法行為 によって,原告は,そ の運営す る本件大

学の教授会における自由な発言による議論が阻害 され ,教授会による適

正な意思決定が脅か され るとい う無形の損害を被 つた もの と認 め られ る。

そ して,ホ ームベージ上に複数回にわた り本件教授会の内容 を音声デ

ータの形式等 で公開す るとい う被告の不法行為 の態様 ,公開 された議事

の内容 ,そ の他本件 に顕れ た一切の事 1清 を総合考慮すれば,原告に生 じ

た上記損害を填補す るための額 としては, 30万 円が相 当であるc

И  したがって,被告が不法行為に基づいて賠償すべき原告の損害額は ,

30万 円である
=

イ 削除請求の可否について

前記のとお り,被告は,名 誉棄損及び業務妨害を理由とする不法行為は

成立しないか ら,こ れ らの不法行為の成立を前提 とする削除請求 (主位的

請求及び予備的請求)は ,いずれ も理由がない。

反訴請求について

(1)原告の本訴提起による不法行為の成否 (争 点 7)について

訴えの提起が違法 となるのは,提訴者の主張 した権利又は法律関係が事実

的,法律的根拠を欠 くものである上,提訴者がそのことを知 りながら又は通

常人であれば容易にそのことを知 り得たといえるのにあえて訴えを提起 した

など,訴 えの提起が裁判制度の趣旨目的に照 らして著 しく相当性 を欠 くと認

められるときに限られるものと解すべきである (最 高裁昭和 60年閉第 12

2号同 63年 1月 26日 第二小法廷判決・民集 42巻 1号 1頁参照)。

本件本訴についてこれをみるに,原告は,被告による本件記事等の掲載が
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原告の社会的評価 を低下 させ るもので名誉毀損 に当たるな どと主張 して本訴

を提起 した ものであるところ,本件記事等が原告の社会的評価 を低 下 させ る

ものであることは前記 1に 判示 した とお りであつて,公共性 ,公益性 ,真実

性等について も, これ を否定 して争 った原告の主張が事実的,法律 的根拠 を

欠 くもの とまではい うことができず ,そ の他,本訴の提起が裁判制度の趣 旨

目的に照 らして著 しく相 当性 を久 くといえる事情 も認め られない。

よつて,原告 による本訴の提起に違法性 はな く,被告 に対す る不法行為は

成立 しない。

(2)し たがって,そ の余 (争点(8))に ついて判断す るまで もな く,被告の反訴

請求は,理由がない.

3 ま とめ

以上によれ ば,原告の本訴請求は,被告 に対 し,不 法行為に基づ く損害賠償

として 30万 円及び これ に対す る不法行為の後の 日である平成 26年 4月 22

日か ら支払済みまで民法所定の年 5分 の害1合 による遅延損害金の支払 を求 める

限度で理由があ り,そ の余 の損害賠償請求並びに肖J除請求 (主位的請求及び予

備的請求)は ,いずれ も理 由がな く,被告の反訴請求は,理 由がない。

第 4 結論

よつて,原告の被告 に対す る本訴請求は,不法行為に基づ く損害賠償請求に

つき主文第 1項 の限度で理 由があるか ら,そ の限度 で これ を認容 し,そ の余の

損害賠償請求並びに削除請求 (主位的請求及び予備的請求)は理 由がないか ら,

これ らをいずれ も棄去,す ることとし,被告の原告に対す る反訴請求は理 由がな

いか ら,こ れ を棄去「す ることとして,主文の とお り判決す る。

大阪地方裁半」所第 24民事部

増 美裁判官
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